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挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
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四

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
九
十
一
号

　

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
県
医
師
国
民
健
康
保
険
組
合
の
規
約
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
八
年
四
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

変
更
事
項

変　

更　

後

変　

更　

前

認
可
年
月
日

組
合
の
地
区

大
分
県
、
福
岡
県
（
福
岡
市
、

北
九
州
市
、
豊
前
市
、
久
留
米

市
、
田
川
市
、
う
き
は
市
、
吉

富
町
、
朝
倉
市
、
太
宰
府
市
、

筑
紫
野
市
、
飯
塚
市
、
小
郡
市
、

行
橋
市
、
古
賀
市
、
福
津
市
、

広
川
町
、
粕
屋
町
、
那
珂
川
町
、

築
上
町
、
上
毛
町
及
び
東
峰
村

に
限
る
。）、
佐
賀
県
（
鳥
栖
市

に
限
る
。）、
長
崎
県
（
佐
世
保

市
に
限
る
。）、
熊
本
県
（
熊
本

市
、
高
森
町
及
び
小
国
町
に
限

る
。）
及
び
宮
崎
県
（
宮
崎
市
、

延
岡
市
及
び
高
千
穂
町
に
限

る
。）
の
区
域
内
の
市
町
村

大
分
県
、
福
岡
県
（
福
岡
市
、

北
九
州
市
、
豊
前
市
、
久
留
米

市
、
田
川
市
、
う
き
は
市
、
吉

富
町
、
朝
倉
市
、
太
宰
府
市
、

筑
紫
野
市
、
飯
塚
市
、
小
郡
市
、

行
橋
市
、
古
賀
市
、
福
津
市
、

広
川
町
、
粕
屋
町
、
那
珂
川
町
、

築
上
町
、
上
毛
町
及
び
東
峰
村

に
限
る
。）、
佐
賀
県
（
鳥
栖
市

に
限
る
。）、
長
崎
県
（
佐
世
保

市
に
限
る
。）、
熊
本
県
（
熊
本

市
、
高
森
町
及
び
小
国
町
に
限

る
。）
及
び
宮
崎
県
（
延
岡
市
及

び
高
千
穂
町
に
限
る
。）
の
区

域
内
の
市
町
村

令
八
・
四
・
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
百
九
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地

改
良
事
業
施
行
申
請
人
代
表
井
上
正
博
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第

八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
八
年
四
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

事　
　

業　
　

名

地　

区　

名

縦　

覧　

期　

間

縦
覧
場
所

県
営
水
田
畑
地
化
推
進
基
盤
整
備

事
業

呉
崎
地
区

令
八
・　

四
・
一
七
か
ら

令
八
・　

五
・　

七
ま
で

豊
後
高
田
市
役
所

（　金 曜 日　）

令
和
八
年
四
月
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

令

和

八

年

第
六
九
八
号

四
月
十
七
日

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
百
九
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営

土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
八
年
四
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

事　
　

業　
　

名

地　

区　

名

縦　

覧　

期　

間

縦
覧
場
所

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）

両
院
三
期
地
区

令
八
・　

四
・
一
七
か
ら

令
八
・　

五
・　

七
ま
で

宇
佐
市
役
所

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
農
道
整
備
）

両
院
三
期
地
区

令
八
・　

四
・
一
七
か
ら

令
八
・　

五
・　

七
ま
で

宇
佐
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
百
九
十
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特

定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。　
　
　

令
和
八
年
四
月
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

加
入
区
の
名
称

北
海
部
第
三
加
入
区

二　

加
入
区
の
区
域

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
旧
臼
杵
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

三　

加
入
区
の
区
分

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
一
般
ま
き
網
漁
業

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
百
九
十
五
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
有
水
面
の
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
。

令
和
八
年
四
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

大
分
県

　
　
　
　

代
表
者　

大
分
県
知
事　

佐　

藤　

樹
一
郎

三　

埋
立
て
の
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

第
一
区
域

　

津
久
見
市
大
字
四
浦
字
鳩
浦
一
五
三
五
番
二
の
地
先
の
国
有
海
浜
地
先
の
公
有
水
面
及
び
一
五
三
三

番
四
の
地
先
の
公
有
水
面

　
　
　

第
二
区
域

　

津
久
見
市
大
字
四
浦
字
鳩
浦
一
五
三
三
番
五
及
び
一
五
〇
二
番
六
の
地
先
の
国
有
海
浜
地
先
の
公
有

水
面
並
び
に
一
五
〇
二
番
二
の
地
先
の
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

第
一
区
域

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
20
の
地
点
と
１
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
八
年
秋
分
の
満
潮

位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
八
一
六
メ
ー
ト
ル
、
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点　

津
久
見
市
に
あ
る
国
土
地
理
院
大
峰
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
〇
三
分
三
三
秒
〇
二
七

　
　
　
　

〇
、
東
経
一
三
一
度
五
七
分
〇
七
秒
三
二
三
五
（
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。））
か
ら
一
四
度

　
　
　
　

四
九
分
二
〇
秒
八
八
四
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
の
地
点　

１
の
地
点
か
ら
二
二
三
度
四
四
分
五
〇
秒
三
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
の
地
点　

２
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
四
五
分
四
一
秒
五
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

４
の
地
点　

３
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
四
六
分
二
一
秒
八
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

５
の
地
点　

４
の
地
点
か
ら
二
二
四
度
四
六
分
〇
一
秒
一
九
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

６
の
地
点　

５
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
五
五
分
四
一
秒
一
九
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

７
の
地
点　

６
の
地
点
か
ら
二
二
八
度
四
二
分
一
二
秒
四
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

８
の
地
点　

７
の
地
点
か
ら
二
二
九
度
五
五
分
五
八
秒
五
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

令
和
八
年
四
月
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



９
の
地
点　

８
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
二
七
分
三
四
秒
九
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

10
の
地
点　

９
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
四
九
分
五
八
秒
九
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

11
の
地
点　

10
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
一
八
分
三
八
秒
九
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

12
の
地
点　

11
の
地
点
か
ら
二
四
三
度
五
二
分
一
四
秒
九
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

13
の
地
点　

12
の
地
点
か
ら
二
四
七
度
三
六
分
〇
五
秒
九
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

14
の
地
点　

13
の
地
点
か
ら
二
五
一
度
〇
七
分
二
九
秒
九
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

15
の
地
点　

14
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
四
〇
分
〇
五
秒
九
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

16
の
地
点　

15
の
地
点
か
ら
二
五
七
度
三
四
分
五
八
秒
八
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

17
の
地
点　

16
の
地
点
か
ら
二
六
一
度
四
四
分
〇
一
秒
四
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

18
の
地
点　

17
の
地
点
か
ら
二
六
二
度
三
〇
分
三
〇
秒
五
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

19
の
地
点　

18
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
二
〇
分
四
八
秒
四
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

20
の
地
点　

19
の
地
点
か
ら
二
六
六
度
五
八
分
四
九
秒
二
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

第
二
区
域

　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
63
の
地
点
と
50
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
八
年
秋
分
の
満
潮

位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
八
一
六
メ
ー
ト
ル
、
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

50
の
地
点　

基
点
か
ら
〇
度
四
七
分
三
四
秒
、
七
七
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

51
の
地
点　

50
の
地
点
か
ら
二
六
九
度
五
八
分
五
九
秒
一
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

52
の
地
点　

51
の
地
点
か
ら
二
七
四
度
二
三
分
一
三
秒
一
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

53
の
地
点　

52
の
地
点
か
ら
二
七
八
度
一
七
分
四
三
秒
八
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

54
の
地
点　

53
の
地
点
か
ら
二
八
四
度
二
八
分
〇
二
秒
一
八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

55
の
地
点　

54
の
地
点
か
ら
二
七
二
度
一
二
分
四
四
秒
四
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

56
の
地
点　

55
の
地
点
か
ら
二
八
九
度
五
九
分
五
〇
秒
一
五
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

57
の
地
点　

56
の
地
点
か
ら
二
八
九
度
三
九
分
一
〇
秒
一
〇
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

58
の
地
点　

57
の
地
点
か
ら
二
八
七
度
一
八
分
三
四
秒
一
〇
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点  　

59
の
地
点　

58
の
地
点
か
ら
一
三
度
三
四
分
一
四
秒
〇
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

60
の
地
点　

59
の
地
点
か
ら
二
八
四
度
二
六
分
二
〇
秒
五
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

61
の
地
点　

60
の
地
点
か
ら
二
八
一
度
四
八
分
〇
四
秒
四
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

62
の
地
点　

61
の
地
点
か
ら
二
七
八
度
〇
二
分
二
一
秒
一
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

63
の
地
点　

62
の
地
点
か
ら
二
七
四
度
一
九
分
一
一
秒
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３　

面
積

　
　
　

第
一
区
域

二
九
〇
・
九
九
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

第
二
区
域

三
八
〇
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

合
計

六
七
一
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日
指
令
漁
整
第
八
号

五　

閲
覧
の
場
所

　
　

津
久
見
市
役
所

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

  

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
八
年
四
月
十
一
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員
及

び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。）
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
四
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

千　
　
　

野　
　
　

博　
　
　

之

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の　

一
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
、
三
七
〇
人

二　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

令
和
八
年
四
月
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
一
四
、
八
一
三
人

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

大
分
市　
　
　
　
　

一
三
一
、
一
○
二
人

別
府
市　
　
　
　
　
　

三
○
、
六
九
五
人

中
津
市　
　
　
　
　
　

二
二
、
○
三
八
人

日
田
市　
　
　
　
　
　

一
六
、
七
七
二
人

佐
伯
市　
　
　
　
　
　

一
八
、
三
一
五
人

臼
杵
市　
　
　
　
　
　
　

九
、
八
八
九
人

津
久
見
市　
　
　
　
　
　

四
、
三
七
六
人

竹
田
市　
　
　
　
　
　
　

五
、
三
九
五
人

豊
後
高
田
市　
　
　
　
　

五
、
八
五
三
人

杵
築
市　
　
　
　
　
　
　

七
、
四
四
二
人

宇
佐
市　
　
　
　
　
　

一
四
、
三
七
四
人

豊
後
大
野
市　
　
　
　
　

九
、
一
一
○
人

由
布
市　
　
　
　
　
　
　

九
、
二
一
一
人

国
東
市
・
姫
島
村　
　
　

七
、
六
六
九
人

日
出
町　
　
　
　
　
　
　

七
、
七
一
○
人

九
重
町
・
玖
珠
町　
　
　

六
、
二
二
○
人

○
警
察
本
部
訓
令

　
　

令
和

８
年

４
月

17日
大

分
県

警
察

本
部

長
　

平
　

松
　

伸
　

二
　

　
第

20条
第

１
項

中
「

所
属

長
」

の
次

に
「

（
部

長
、

警
務

部
参

事
官

兼
首

席
監

察
官

及
び

総
括

参
事

官
並

び
に

所
属

長
に

あ
っ

て
は

、
本

部
長

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

」
を

加
え

、
同

条
第

２
項

中
「

事
前

に
」

を
削

る
。

　
第

21条
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
第
21条

　
削

除
　

　
　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
８

年
４

月
17日

か
ら

施
行

す
る

。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
18号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

に
お

け
る

処
務

に
関

す
る

訓
令

（
昭

和
46年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

12号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

令
和
八
年
四
月
十
七
日

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

四


